
質
問
一

障
害
者
差
別
解
消
法
へ
の
市

の
取
組
は
。

二

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
に

つ
い
て
市
の
取
組
は
。

三

障
が
い
児
の
子
育
て
支
援
は
。

四

障
が
い
児
の
就
学
に
つ
い
て
。

五

特
殊
教
育
か
ら
特
別
支
援
教
育
へ

の
経
過
は
。

六

特
別
支
援
教
育
の
在
り
方
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

広
報
紙
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
法
の
趣
旨
や
具
体

的
な
取
組
の
情
報
を
提
供
し
、
各
協
議

会
等
と
連
携
し
て
啓
発
活
動
を
進
め
る
。

二

国
内
法
の
整
備
に
対
応
す
る
第
４

期
の
障
害
者
プ
ラ
ン
及
び
障
害
福
祉
計

画
を
策
定
し
た
。
相
談
支
援
体
制
と
成

年
後
見
制
度
の
利
用
を
進
め
、
市
政
に

関
与
す
る
機
会
の
拡
充
に
も
努
め
る
。

三

発
達
の
状
態
に
合
わ
せ
た
援
助
を

行
っ
て
お
り
、
保
育
所
等
で
の
受
入
れ
、

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
促

進
を
図
っ
て
い
る
。

四
（
教
育
委
員
長
）

庁
内
各
課
、
幼

稚
園
、
保
育
園
及
び
小
・
中
学
校
と
連

携
を
図
り
、
障
害
の
あ
る
幼
児
等
の
把

握
と
相
談
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

五

平
成
２３
年
度
ま
で
に
全
小
・
中
学

校
に
特
別
支
援
学
級
を
設
置
し
た
。
特

別
支
援
教
育
へ
転
換
さ
れ
た
趣
旨
を
生

か
し
た
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。

六

お
互
い
を
理
解
し
、
人
権
尊
重
の

視
点
に
立
っ
た
教
育
を
推
進
す
る
。

質
問
一

本
市
の
近
年
の
犯
罪
の
認
知

件
数
に
つ
い
て
。

二

防
犯
カ
メ
ラ
の
状
況
に
つ
い
て
。

三

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
等
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

平
成
１６
年
の
１
７

３
６
件
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
、
２６
年
は

６
５
８
件
で
、
約
６２
㌫
減
少
し
て
い
る
。

市
内
の
検
挙
率
は
、
２５
年
が
３３
・
４
㌫
、

２６
年
が
２８
・
０
㌫
、
２７
年
４
月
ま
で
が

２５
・
３
㌫
と
推
移
し
て
い
る
。

二

若
葉
駅
前
出
張
所
に
１
台
、
若
葉

駅
西
口
駅
舎
内
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
１
台
、

南
小
学
校
に
３
台
、
南
中
学
校
に
３
台

の
合
計
４
か
所
に
８
台
を
設
置
し
て
い

る
。
市
が
設
置
し
た
も
の
以
外
で
は
、

鶴
ヶ
島
西
口
商
店
会
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
な
ど
に
防
犯
や
施
設
管
理
の

目
的
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。

三

２１
年
に
地
域
防
犯
推
進
委
員
を
中

心
と
し
た
鶴
ヶ
島
市
市
民
青
色
防
犯
パ

ト
ロ
ー
ル
隊
を
結
成
し
、
下
校
時
の
児

童
の
見
守
り
、
振
り
込
め
詐
欺
の
注
意

喚
起
等
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
職

員
に
よ
る
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
も
実

施
し
て
い
る
。
ひ
っ
た
く
り
や
痴
漢
な

ど
の
発
生
場
所
を
重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー

ル
し
、
不
審
者
情
報
が
あ
っ
た
と
き
は
、

西
入
間
警
察
署
に
警
ら
の
強
化
を
要
請

し
て
い
る
。

今
後
も
警
察
な
ど
多
く
の
団
体
と
犯

罪
情
報
を
共
有
し
、
防
犯
活
動
に
積
極

的
に
取
り
組
む
。

防犯カメラ

広報誌やホームページを活用した

情報提供や啓発活動を進める

持田 敏明 議員

障害者差別解消法への
本市の取組は

防
犯
対
策
の
現
状
に

つ
い
て

�
橋

剣
二
議
員

鶴ヶ島市障害者支援計画

情
報
を
共
有
し
、
防
犯
活
動
に

積
極
的
に
取
り
組
む
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